
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 計画の基本的事項 

資料2
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第1章 計画の基本的事項 

１．地球温暖化対策を巡る動向 

（１）地球温暖化（気候変動）の影響 

温室効果ガスは、太陽の光を反射する地表からの熱を吸収して大気を暖める働きが

あります。温室効果ガスがなければ、地球の平均気温はマイナス 19℃くらいになると

いわれています。しかし、人間の活動によって温室効果ガスが増えすぎると、熱の吸

収が過剰になり、地球の気温が上昇します。これが地球温暖化と呼ばれる現象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 

（出典：全国地球温暖化防止活動推進センター） 

 

今後、温室効果ガス濃度が上昇し続けると、気温もさらに上昇すると予測されてお

り、化石燃料依存型の経済活動を続けた場合、今世紀末までに 3.3～5.7℃の上昇が予

測されています。 

地球温暖化によって引き起こされる影響は非常に広い分野に対して及ぶとされて

おり、私たちの生活が脅かされる可能性が指摘されています。  
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図 1-2 2100年までの世界平均気温の変化予測 

（出典：全国地球温暖化防止活動推進センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 2100年の将来予測 

（出典：日本の気候変動 2025） 

  

2100 年の日本はどうなるの？
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（２）地球温暖化防止に向けた国内外の動向 

① 国際的な動向 

◼ SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGsとは、2015（平成 27）年９月に国連サミットで採択された、2030（令

和 12）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のことをいいます。

「誰一人取り残さない」ことを誓い、17 のゴール（目標）と 169 のターゲッ

トからなる「持続可能な開発目標」（SDGs）が掲げられ、行政のみならず民間

企業においても目標達成に向けた取り組みが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 SDGs17のゴール 

（出典：国際連合広報センター） 

 

◼ パリ協定 

2015（平成 27）年 11月から 12月にかけて、フランス・パリにおいて、第 21

回締約国会議（COP21）が開催され、京都議定書以来 18年ぶりの新たな法的拘

束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。 

パリ協定では、次の２点が世界共通目標として掲げられています。 

＜世界共通目標＞ 

▶世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保ち、

1.5℃に抑える努力をする。 

▶そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウト

（頂点に達し、それ以上は上がらない状態のこと。同時にそこから先は

下落や衰退に転じること）し、21 世紀後半には、温室効果ガス排出量と

（森林などによる）吸収量のバランスをとる。 

また、2018（平成 30）年に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」によると、

世界全体の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるため
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には、CO2排出量を 2050年頃に正味ゼロとすることが必要とされています。 

この報告書を受け、世界各国で、2050年までのカーボンニュートラルを目標

として掲げる動きが広がりました。 

 

② 国内の動向 

◼ カーボンニュートラル宣言と地球温暖化対策計画の改定 

日本政府は、2020（令和２）年 10 月に「2050（令和 32）年までに温室効果

ガスの排出量を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指す」こと

を宣言しました。 

これを受けて、2025（令和７）年２月に「地球温暖化対策計画」が改定され、

2030年度に 2013 年度比で 46％削減する目標に加え、「1.5℃目標に整合的で野

心的な目標として、2035年度、2040年度において、温室効果ガスを 2013年度

からそれぞれ 60％、73％削減することを目指す。」という新たな目標が設定さ

れ、目標を達成するために取り組むべき施策が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 温室効果ガス別の排出削減・吸収量の目標・目安 

（出典：内閣官房・環境省・経済産業省 地球温暖化対策計画の概要） 
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③ エネルギー基本計画の改定 

2025（令和７）年２月に「エネルギー基本計画」が改定され、エネルギー自給率

を 2040年度までに 30～40％程度とし、再生可能エネルギーの電源構成割合を 2040

年までに 40～50％程度を目指すとしています。特に太陽光発電は 23～29％程度、

風力発電は４～８％程度、水力発電は８～10％程度、地熱発電は１～２％程度、バ

イオマス発電は５～６％程度を目指すとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-7 2040年度におけるエネルギー需給の見通し 

（出典：資源エネルギー庁 第 7次エネルギー基本計画の概要） 

  

カーボンニュートラルってなに？

カーボンニュートラルとは、直訳すると

「炭素中立」。つまり、温室効果ガスの排

出を全体としてゼロとするというもので

す。具体的には、二酸化炭素などの温室効

果ガスの排出量を必要最小限にするとと

もに、植林や森林管理といった他の活動

で吸収し、埋め合わせすることをいいま

す。 
（出典：「環境省 脱炭素ポータル 

カーボンニュートラルとは」をもとに加工） 

図 1-6 カーボンニュートラルの概念図 
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④ 気候変動適応計画 

2021（令和３）年 10 月に閣議決定された気候変動適応計画では、「気候変動影響

による被害の防止・軽減、更には、国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、

自然環境の保全及び国土の強靱化を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築する

こと」を目標とし、７つの基本戦略のもと、各分野の適応策が示されています。 

 

⑤ 兵庫県における地球温暖化対策 

兵庫県は､脱炭素社会の実現を地域から先導するとともに､気候変動の影響への

耐性･回復力を備えた地域づくりを目指し､2022（令和４）年３月に｢兵庫県地球温

暖化対策推進計画｣（以下｢県推進計画｣という。）を改定しました｡県推進計画では､

長期的な将来像として｢2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ｣を掲げており､再生可能

エネルギーの導入など､県民･事業者･団体･行政等が一体となった取組を推進して

いくこととしています｡ 

具体的には､2030年度における温室効果ガス排出量の 48％削減（2013 年度比）に

取り組みつつ､さらなる高みを目指すこととしています｡ 

また､レジリエンスの向上や地域資源の有効活用の観点からも、さらなる再生可

能エネルギーの導入拡大を図る必要があることから､2030 年度の再生可能エネルギ

ー導入目標（発電量）を 80 億 kWh（再エネ比率約 22％）としていましたが､100 億

kWh（再エネ比率約 30％）へと見直しを行いました。 

 

⑥ 播磨町の地球温暖化対策の取組 

2016（平成 28）年５月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、地方公共

団体には、その基本的な役割として、地方公共団体実行計画を策定し実施するよう

求められており、本町においても、地球温暖化の防止に向け総合的かつ計画的な取

組を推進するために 2021（令和３）年３月に「播磨町地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）」を策定し、本町が実施している事務・事業に関し、温室効果ガスの排出

の抑制等の措置により、地球温暖化対策を推進しています。 

また、昨今の本町における地球温暖化対策に関する取組については以下の通りで

す。 
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表 1-1 播磨町の地球温暖化対策の取組 

電気自動車用普通充電器の設置 本町において、カーボンニュートラル実現

に向け、電気自動車用普通充電器を設置し

ました。2023 年 10 月に株式会社ダイセキ

様より企業版ふるさと納税のご寄付を賜

り、これを活用し設備を導入しています。 

太陽光発電システム設置費補助金交付事業 町内の住宅（一戸建ての家屋であって、店

舗等との併用住宅を含む。）に太陽光発電シ

ステムを設置した方、又は町内に建築され

た太陽光発電システム付きの住宅を購入し

た方を対象に補助を交付しています。 

蓄電池システム設置費補助金交付事業 町内の住宅（一戸建ての家屋であって、店

舗等との併用住宅を含む。）に蓄電池システ

ムを設置した方、又は町内に建築された蓄

電池システム付の住宅を購入した方等を対

象に補助を交付しています。 

電気自動車等充電ステーション設置費補助

金 

本町は脱炭素社会を実現するため、電気自

動車（EV）の普及を促進しています。町内

事業者の皆様を対象に充電ステーション設

置の導入を支援し、電気自動車を利用しや

すい環境の整備を促進しています。 

太陽光発電及び蓄電池の共同購入事業 家庭の太陽光発電設備普及を推進するため

に、県内自治体が 2022 年度から連携して実

施している「太陽光発電及び蓄電池設備の

共同購入支援事業」に、2024 年度から本町

も参画しています。 

クーリングシェルターを指定 クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）

とは、気候変動適応法第 21 条第 1項に規定

する指定された施設のことで、熱中症特別

警戒アラートが発表された際、クーリング

シェルターに指定された冷房設備のある町

の施設などを、暑さをしのげる場所として

利用することができ、現時点では町内 19施

設において指定しています。 
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２．計画の基本的事項 

（１）目的 

「播磨町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（以下「本計画」という。）は、播

磨町内から排出される温室効果ガスの状況を捉え、その量を削減する目標を定め、住

民・事業者・町のそれぞれが率先して地球温暖化対策の取組みを推進することを目的

とします。 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」という。）第 21

条第３項の規定による地方公共団体実行計画として策定し、国の「地球温暖化対策計

画」との整合を図るとともに、県の「県推進計画」と連携を図ります。 

 

（２）位置づけ 

本計画は、町の最上位計画である「第５次播磨町総合計画」や町の環境の保全及び

創造に関する施策について定めた「播磨町環境基本計画」と整合を図るとともに、国

や兵庫県の計画及び本町の各種関連計画と整合・連携を図り、総合的に進めていくも

のとします。 

更に、地球温暖化対策（緩和策）として極めて関連性の高い気候変動における「適

応策」について、「気候変動適応法」第 12条の地域気候変動適応計画に位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 計画の位置づけ  

播磨町 兵庫県 国 
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播磨町 
地球温暖化対策実行計画 

区域施策編 
町全体に関わる緩和策と

適応策 

関連計画 

〇播磨町都市計画マスタープラン 

〇播磨町地域公共交通計画 

〇播磨町公共施設等総合管理計画 

〇播磨町緑の基本計画  

〇加古郡圏域一般廃棄物処理基本

計画     等 

事務事業編 
町の事務・事業等の対策 

播磨町環境基本計画 
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（３）計画期間 

本計画の計画期間は、2026（令和８）年度から 2030（令和 12）年度までの５年間

とし、取組みの状況や排出量実績等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

また、2013（平成 25）年度を基準年度、短期目標年度を 2030（令和 12）年度、

中期目標年度を 2035（令和 17）年度、長期目標年度を 2040（令和 22）年度、最終

目標年度を 2050（令和 32）年度と設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 基準年度、目標年度及び計画期間 

 

 

（４）対象とする範囲 

本計画の対象地域は、本町全域とします。 

また、地球温暖化対策を進めるにはあらゆる主体による取組が必要であることか

ら、住民・事業者・町のすべてを対象とします。 

 

（５）対象とする温室効果ガス 

温対法では、「温室効果ガス」としての７物質が規定されていますが、排出される

温室効果ガスのうち二酸化炭素（CO2）が 90％以上を占めています。 

二酸化炭素（CO2）以外のメタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロ

カーボン（HFCs）、パーフルオロカーボン（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化

窒素（NF3）の排出量の把握は困難で、排出量も比較的に少ないと考えられます。 

そのため、本計画において算定対象とする温室効果ガスは、人為的排出量が多く、

地球温暖化に対する影響が最も大きいとされている二酸化炭素（CO2）とします。 

 

（６）対象とする部門 

町域からの温室効果ガスの発生状況を把握する部門は、産業、家庭、業務その他、

運輸、廃棄物の計５部門とします。  

計画期間 

基準年度

（2013年度） 

計画開始年度

（2026年度） 

計画終了年度 

（短期目標年度）

（2030年度） 
中期目標年度

（2035年度） 

長期目標年度

（2040年度） 

最終目標年度

（2050年度） 

対策・施策の進捗把握 

定期的に見直しの検討 

カーボン 

ニュートラル 
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表 1-2 対象部門 

部門名 業 種 

産業 

第 1 次産業（農業、林業）及び第２次産業（製造業、鉱業、建設業）の工場

や事業所内（建設現場や農地も含む）において、生産活動等のエネルギー消費

に伴う温室効果ガスの排出量を対象としています。 

なお、工場・事業所の社用車や公共交通機関の利用等は運輸部門で計上する

ものとし、独立して立地する本社事務所や研究所等は業務その他部門で計上

します。 

家庭 

各家庭の住宅内において、電力やガス等のエネルギー消費に伴う温室効果

ガス排出量を対象としています。 

なお、自家用車や公共交通機関の利用等は運輸部門で計上します。 

業務その他 

第３次産業（小売業、医療、教育、情報通信、飲食、宿泊等のサービス業や

行政機関）の店舗や庁舎等において、事業活動等のエネルギー消費に伴う温室

効果ガスの排出量を対象としています。 

なお、社用車や公共交通機関の利用等は運輸部門で計上します。 

運輸 

自家用車、社用車、バスやタクシー等の旅客自動車、トラック等の貨物自動

車、鉄道、船舶のエネルギー消費に伴う温室効果ガスの排出量を対象としてい

ます。 

廃棄物 
家庭や事業者が排出する一般廃棄物の焼却処分に伴う温室効果ガス量を対

象としています。 
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３．本町の地域概況 

（１）自然的特性 

① 位置及び地勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-10 本町の位置 

（出典：播磨町都市計画マスタープラン） 

●位置は、兵庫県南部の中央で、南は瀬戸内海、東は明石市、北と西は加古川市に

接しています。 

●面積は、9.13平方キロメートルと県下では最も小さな町で、その３割は海を埋め

立てて造成された人工島です。 

●地形は、概ね平坦な平野部からなり、町の中心部を喜瀬川が貫流し、山等の「森」

を持たないため、「ため池」、「水田」、「海」等の「水」が環境の基盤です。一方、

喜瀬川の適正な流量の確保や栄養塩の循環バランス確保等の広域的な課題を抱

えています。 
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② 気象 

◼ 年間降水量・年平均気温 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-11 年間降水量・年平均気温 

（出典：気象庁 明石観測所） 

◼ 年間日照時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-12 年間日照時間 

（出典：気象庁 明石観測所） 

●全般的に温暖で雨が少ない瀬戸内式気候であり、過去 10 年間において年平均

気温は 16.4℃でした。 

●過去 10年間の年間降雨量は平均 1,236.3mm となっています。 

●過去 10年間の年間日照時間は平均 2,263時間となっています。 

※2021（令和３）年は一部欠損データがあります。 

●日照時間は、全国平均（約 2,158時間）よりも長くなっています。 
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③ 土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-13 地目別面積の割合 

（出典：播磨町統計書） 

④ ため池 

 

 

表 1-3 ため池の満水面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：ため池諸元調査 ため池データベース個表） 

 

  

●2024（令和６）年の地目別面積は、宅地が 88.3％となっています。 

宅地

88.3%

田

6.8%

畑

0.4%

鉄軌道用地

1.0% その他

3.6%

地目別面積

（2024年）

611.2ha

●町内にはため池が 12 か所あり、ため池の総満水面積は 15.5haとなっています。 

名称 満水面積(ha）

城池 1.2

狐狸ヶ池 0.8

上の池 0.4

石ヶ池 1.0

妹池 2.3

向ヶ池 1.6

ソウブチ池 0.4

北池 2.1

蓮池 1.1

布池 0.3

秋ヶ池 1.9

大池 2.4

合計 15.5
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（２）社会的特性 

① 人口と世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-14 人口と世帯数の推移 

（出典：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査） 

② 住宅 

◼ 既存住宅の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-15 既存住宅の推移 

（出典：播磨町統計書） 

●2024（令和６）年における人口は 34,916人で、2015（平成 27）年から 138人

（約 0.4％）増加しています。 

●世帯数は 15,692世帯で、2015（平成 27）年から 1,271世帯（約９％）増加し

ています。 

●世帯当たり人口は 2.23 人で 2015（平成 27）年から 0.18（約７％）減少して

います。 
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●2020（令和２）年における既存の持家住宅数は 10,133戸で、2005（平成 17）

年と比べると 13.8％増加しています。 
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◼ 新築住宅の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-16 新築住宅着工戸数の推移 

（出典：播磨町統計書） 

 

③ 自動車 

◼ 自動車保有台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-17 車種別自動車保有台数の推移 

（出典：播磨町統計書） 

●新築住宅着工の戸数は、2019（令和元）年以降減少傾向にあり、2024（令和６）

年は 108戸となっています。 

●自動車保有台数は 2023（令和５）年で 21,518 台あり、2014（平成 26）年から

759台（3.7％）増加しています。 

●乗用車（普通車・軽自動車（乗用））の保有台数は、2023（令和５）年で約 16,000

台程度となっており、2021（令和３）年以降はほぼ横ばいで推移しています。 
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④ 公共交通機関 

◼ 鉄道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-18 鉄道利用者の推移 

（出典：播磨町統計書） 

 

◼ 路線バス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-19 路線バス利用者の推移 

（出典：播磨町統計書）  

●2023（令和５）年の乗車人数は、5,486千人となっています。 

●2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により減

少していますが、2020（令和２）年度以降は緩やかな回復傾向にあります。 

●町内を運行する主な路線バスの乗車人数は、2022（令和４）年が 57 千人とな

っています。 

●2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により減

少していますが、それ以降は緩やかな回復傾向にあります。 
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（３）産業・経済的特性 

① 産業の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-20 産業別町内総生産 

（出典：播磨町統計書） 

（４）農業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-21 農家数・経営耕地面積・農家人口の推移 

（出典：播磨町統計書） 

  

●2021（令和３）年における町内総生産は、第２次産業が全体の約 75％を占めて

おり、特に製造業が突出しています。 

●2021（令和３）年における町内総生産は、174,573 百万円と毎年増加しており、

2020（令和２）年と比較しても 26.5％増加しています。 

●2005（平成 17）年以降、農家数、経営耕地面積、農家人口ともに減少していま

す。 

※2015（平成 27）年の経営耕地面積、2020（令和２）年の農家人口は、データ

が一定値以下のため、秘密保護の観点から記載なし 
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（５）工業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-22 製造品出荷額等、事業所数、従業者の推移 

（出典：播磨町統計書） 

（６）商業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-23 年間商品販売額と店舗数、従業者数の推移 

（出典：播磨町統計書） 

●2021（令和３）年における製造業事業所数は 61 所、従業者数は 4,224 人で、

2013（平成 25）年と比べると減少傾向にあります。 

●2021（令和３）年の製造品出荷額等は 247,246 百万円で、増減を繰り返しなが

ら推移しています。 

※2016（平成 28）年は播磨町統計書に記載ないため、表示なし 

●2021（令和３）年における店舗数は 152店、従業者数は 1,154人で、店舗数は

減少したものの、従業者数は 2016（平成 28）年と比べると増加しています。 

●2021（令和３）年の年間商品販売額は 20,865 百万円となっています。 

●年間商品販売額は、2014（平成 26）年に減少したものの、それ以降はほぼ横ば

いで推移しています。 
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（７）エネルギー収支 

 

 

 

 

（８）地域特性のまとめ 

本町の自然的・社会的・産業経済的特性等からの課題や地域資源は下記のとおり

です。 

表 1-4 地域の現状・課題・地域資源 

区分 現状・課題 活用可能な地域資源 

自然的特性 

➢ 本町の面積は兵庫県で最も小

さく、その３割が海を埋め立

てた人工島である 

➢ コンパクトなまちを活かした地

域公共交通と連携した脱炭素施

策の展開（コンパクト・プラ

ス・ネットワーク） 

➢ 本町は、「ため池」、「水田」、

「海」等の「水」が環境の基

盤である 

➢ 一方、喜瀬川の適正な流量の

確保や栄養塩の循環バランス

確保等の広域的な課題を抱え

ている 

➢ 海藻などの植生により海洋資源

による生物多様性の確保、漁業

の再生化などを目的とした CO2

吸収源確保の取組の推進 

➢ 年間日照時間が長い ➢ 太陽光発電や太陽熱利用の活用 

社会的特性 

➢ 人口、世帯数ともに増加 ➢ 家庭での省エネ対策の推進 

➢ 住宅数（既存）は、年々増加

傾向 

➢ 新築時における ZEH を促進 

➢ 乗用車（普通車・軽自動車

（乗用））の保有台数は、

2021 年以降はほぼ横ばいで

推移 

➢ 電気自動車（EV）等、次世代自

動車への買い替えを促進 

➢ 町人口の約 19％が公共交通

空白地域に居住している 

➢ デマンド型乗合タクシーなどの

新たな交通システムの構築 

➢ 船舶からの排出量割合が大き

い 

➢ 漁船の電動化や燃料転換

（LNG、水素等）を推進 

産業経済的 

特性 

➢ 人工島では一般機械器具製

造、化学工業を中心とした製

造出荷額は県下でも上位にラ

ンクイン 

➢ エネルギーの地産地消や地域内

の経済循環の活性化、災害に強

い地域づくりのため、再生可能

エネルギー等の導入を促進 

●環境省が提供する地域経済循環分析（2020年試行版）によると、エネルギー代

金は町外へ 167億円流出しています。 
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区分 現状・課題 活用可能な地域資源 

➢ 製造業における産業構造の割

合が大きい 

➢ 工場・事業場での省エネ対策の

強化 

➢ 商業は商店数や年間商品販売

額が減少傾向にあり、商業の

活性化が課題 

➢ 地域コミュニティとの連携強化 

➢ エネルギー代金の流出（町外

へ 167億円） 

➢ エネルギーの地産地消により流

出を抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 温室効果ガス排出状況 
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第2章 温室効果ガスの排出状況 

１．現況の温室効果ガス排出量 

（１）温室効果ガス排出量の推移 

温室効果ガス排出量が推計できる 2022（令和４）年度（以下「現況年度」という。）

の温室効果ガス排出量は、338.9 千 t-CO2であり、2013（平成 25）年度（以下「基準

年度」という。）の 657.2千 t-CO2と比べて 48.4％減少しています。 

（詳細は、資料編 1 温室効果ガスの排出状況参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 温室効果ガス排出量の推移 

 

表 2-1 部門別・分野温室効果ガス排出量の推移 
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2013年度
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温
室
効
果
ガ
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排
出
量

廃棄物分野

運輸部門

家庭部門

業務その他部門

産業部門

【千t-CO2】

▲48.4%

2013年度
（基準年度）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
基準年
度比

654.1 653.4 521.6 399.8 389.2 348.4 343.2 326.9 347.2 338.9 ▲48.2%

産業部門 517.8 520.8 395.5 280.3 275.0 245.1 238.7 225.2 248.0 230.4 ▲55.5%

製造業 516.2 519.4 394.1 279.0 273.8 244.0 237.7 224.3 247.2 229.6 ▲55.5%

建設業・鉱業 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 ▲49.6%

業務その他部門 34.2 36.4 33.8 30.5 26.6 22.2 21.5 23.7 22.4 25.2 ▲26.3%

家庭部門 45.4 41.0 37.6 34.7 34.2 28.4 29.5 29.8 27.6 32.5 ▲28.4%

運輸部門 56.7 55.2 54.8 54.2 53.4 52.8 53.5 48.3 49.2 50.8 ▲10.5%

自動車 40.8 39.6 39.5 39.4 39.0 38.7 38.3 34.9 34.9 36.5 ▲10.4%

鉄道 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲23.9%

船舶 13.3 13.1 12.8 12.4 12.0 11.9 13.1 11.3 12.3 12.2 ▲7.8%

非エネルギー起源CO2 3.1 3.7 2.8 2.5 2.6 3.2 5.2 4.1 2.9 0.0 ▲100.0%

廃棄物分野 3.1 3.7 2.8 2.5 2.6 3.2 5.2 4.1 2.9 0.0 ▲100.0%

657.2 657.1 524.4 402.3 391.8 351.6 348.4 331.0 350.1 338.9 ▲48.4%

※2022年度の廃棄物分野の排出量は、東播臨海広域クリーンセンターでの処理となったため、0となっています。

※四捨五入の関係で、合計値・割合は整合しない場合があります。

温室効果ガス排出量【千t-CO2】

エネルギー起源CO2

合計
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産業部門

68.0%
業務その他部門

7.4%

家庭部門

9.6%

運輸部門

15.0%

（２）部門・分野野別温室効果ガス排出量の割合 

現況年度の部門・分野別温室効果ガス排出量の割合は、産業部門が 68.0％、運輸

部門が 15.0％、家庭部門が 9.6％、業務その他部門が 7.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 部門・分野別温室効果ガス排出量の割合（現況年度） 

 

（３）森林吸収量 

本町においては、農林業センサスの森林計画における森林面積がないことから、

森林吸収量はゼロとしています。 
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２．温室効果ガス排出量の将来推計 

（１）現状すう勢シナリオによる温室効果ガス排出量 

今現在のまま、地球温暖化対策が追加的に何も行われないと仮定した場合の将来的

な温室効果ガス排出量（現状すう勢シナリオ）は、2030年度は 340.2千 t-CO2となり、

基準年度比▲48.2％となります。 

2035年度は 340.8千 t-CO2（基準年度比▲48.2％）、2040年度は 341.3千 t-CO2（基

準年度比▲48.1％）、2050年度は 342.1千 t-CO2（基準年度比▲47.9％）となり、現況

年度以降、徐々に増加していく見込みです。 

（詳細は、資料編 1 温室効果ガスの排出状況参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 温室効果ガス排出量の将来推計（現状すう勢シナリオ） 

 

表 2-2 部門・分野別温室効果ガス排出量の将来推計（現状すう勢シナリオ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

657.2

338.9 340.2 340.8 341.3 342.1
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800

2013年度

（基準年度）

2022年度

（現況年度）

2030年度 2035年度 2040年度 2050年度

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

廃棄物分野

運輸部門

家庭部門

業務その他部門

産業部門

【千t-CO2】

▲48.2% ▲47.9% ▲48.2% ▲48.1% 

2013年度
（基準年度）

2022年度
（現況年度）

基準年度比
削減率

2030年度
基準年度比

削減率
2035年度

基準年度比
削減率

2040年度
基準年度比
削減率

2050年度
基準年度比
削減率

654.1 338.9 ▲48.2% 340.2 ▲48.0% 340.8 ▲47.9% 341.3 ▲47.8% 342.1 ▲47.7% 

産業部門 517.8 230.4 ▲55.5% 230.3 ▲55.5% 230.3 ▲55.5% 230.3 ▲55.5% 230.2 ▲55.5% 

製造業 516.2 229.6 ▲55.5% 229.6 ▲55.5% 229.6 ▲55.5% 229.6 ▲55.5% 229.6 ▲55.5% 

建設業・鉱業 1.6 0.8 ▲49.6% 0.7 ▲56.4% 0.7 ▲59.0% 0.6 ▲61.0% 0.6 ▲63.8% 

業務その他部門 34.2 25.2 ▲26.3% 25.9 ▲24.4% 26.1 ▲23.6% 26.3 ▲23.0% 26.7 ▲22.0% 

家庭部門 45.4 32.5 ▲28.4% 33.1 ▲27.0% 33.4 ▲26.4% 33.6 ▲25.9% 34.0 ▲25.2% 

運輸部門 56.7 50.8 ▲10.5% 50.9 ▲10.3% 50.9 ▲10.2% 51.0 ▲10.0% 51.2 ▲9.7% 

自動車 40.8 36.5 ▲10.4% 37.1 ▲9.1% 37.3 ▲8.5% 37.5 ▲8.0% 37.8 ▲7.3% 

鉄道 2.7 2.0 ▲23.9% 1.9 ▲28.0% 1.9 ▲29.1% 1.9 ▲30.2% 1.8 ▲32.1% 

船舶 13.3 12.2 ▲7.8% 11.8 ▲10.7% 11.7 ▲11.7% 11.7 ▲12.1% 11.6 ▲12.5% 

非エネルギー起源CO2 3.1 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 

廃棄物分野 3.1 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 

657.2 338.9 ▲48.4% 340.2 ▲48.2% 340.8 ▲48.2% 341.3 ▲48.1% 342.1 ▲47.9% 

森林吸収量 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －

657.2 338.9 ▲48.4% 340.2 ▲48.2% 340.8 ▲48.2% 341.3 ▲48.1% 342.1 ▲47.9% 

※四捨五入の関係で、合計値・割合は整合しない場合があります。

小計

温室効果ガス排出量【千t-CO2】

エネルギー起源CO2

合計
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（２）脱炭素シナリオによる温室効果ガス排出量 

今後、省エネ対策を実施した場合の将来的な温室効果ガス排出量（脱炭素シナリオ）

は、2030年度は 288.4千 t-CO2となり、基準年度比▲56.1％となります。 

2035年度は 258.8千 t-CO2（基準年度比▲60.6％）、2040年度は 231.3千 t-CO2（基

準年度比▲64.8％）、2050年度は 183.2千 t-CO2（基準年度比▲72.1％）となる見込み

です。 

（詳細は、資料編 1 温室効果ガスの排出状況参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 温室効果ガス排出量の将来推計（脱炭素シナリオ） 

 

表 2-3 部門・分野別温室効果ガス排出量の将来推計（脱炭素シナリオ） 
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338.9
288.5

259.0
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183.5
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2013年度

（基準年度）

2022年度

（現況年度）

2030年度 2035年度 2040年度 2050年度

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

廃棄物分野

運輸部門

家庭部門

業務その他部門

産業部門

【千t-CO2】

▲72.1% ▲56.1% ▲64.8% 

【千t-CO2】

▲60.6% 

2013年度
（基準年度）

2022年度
（現況年度）

基準年度比
削減率

2030年度
基準年度比

削減率
2035年度

基準年度比
削減率

2040年度
基準年度比
削減率

2050年度
基準年度比
削減率

654.1 338.9 ▲48.2% 288.5 ▲55.9% 259.0 ▲60.4% 231.6 ▲64.6% 183.5 ▲71.9% 

産業部門 517.8 230.4 ▲55.5% 211.8 ▲59.1% 200.2 ▲61.3% 188.6 ▲63.6% 165.5 ▲68.0% 

製造業 516.2 229.6 ▲55.5% 211.3 ▲59.1% 199.8 ▲61.3% 188.3 ▲63.5% 165.3 ▲68.0% 

建設業・鉱業 1.6 0.8 ▲49.6% 0.5 ▲66.5% 0.4 ▲74.7% 0.3 ▲81.3% 0.1 ▲91.3% 

業務その他部門 34.2 25.2 ▲26.3% 19.3 ▲43.4% 15.2 ▲55.6% 11.3 ▲66.9% 4.8 ▲85.8% 

家庭部門 45.4 32.5 ▲28.4% 25.4 ▲44.0% 21.0 ▲53.6% 16.8 ▲63.0% 9.1 ▲80.0% 

運輸部門 56.7 50.8 ▲10.5% 32.0 ▲43.6% 22.6 ▲60.1% 14.8 ▲73.8% 4.1 ▲92.7% 

自動車 40.8 36.5 ▲10.4% 21.4 ▲47.5% 14.2 ▲65.2% 8.3 ▲79.5% 0.9 ▲97.8% 

鉄道 2.7 2.0 ▲23.9% 1.5 ▲44.6% 1.2 ▲56.2% 0.9 ▲66.5% 0.4 ▲83.6% 

船舶 13.3 12.2 ▲7.8% 9.1 ▲31.3% 7.2 ▲45.4% 5.6 ▲57.8% 2.8 ▲78.9% 

非エネルギー起源CO2 3.1 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 

廃棄物分野 3.1 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲100.0% 

657.2 338.9 ▲48.4% 288.5 ▲56.1% 259.0 ▲60.6% 231.6 ▲64.8% 183.5 ▲72.1% 

森林吸収量 0.0 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 － 0.0 －

657.2 338.9 ▲48.4% 288.5 ▲56.1% 259.0 ▲60.6% 231.6 ▲64.8% 183.5 ▲72.1% 

※四捨五入の関係で、合計値・割合は整合しない場合があります。

温室効果ガス排出量【千t-CO2】

エネルギー起源CO2

小計

合計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 温室効果ガス削減目標 
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第3章 温室効果ガス削減目標 

１．再生可能エネルギー導入目標 

（１）再生可能エネルギー導入目標設定の考え方 

本町の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル」の推計結果及び「アンケート調査」

の結果をもとに、再生可能エネルギーの導入目標を設定しました。 

再生可能エネルギーの導入設備は、太陽光発電、太陽熱利用、地中熱利用の３つの

種類とし、それぞれ導入規模は、以下の表のとおりです。 

 

表 3-1 再生可能エネルギー導入目標（導入規模） 

再エネ種別 導入設定の考え方 単位 
導入規模 

2030 2035 2040 

太陽光発電

設備 

【住宅】（1住宅あたり約 4.3kW設置と仮定） 

・新規住宅（年間約 125棟と想定）は、2030 年度

までに 60％、2035年度までに 80％、2040 年度

までに 100％を目指して設置 

・既設住宅は、設置可能な建物に対して、2030年

度までに 3.0％、2035年度までに 7.8％、2040

年度までに 17.3％設置（アンケート結果より） 

【公共施設】 

・設置可能な面積において、2030年までに 50％、

2040年までに 100％設置 

【事業者（建物）】 

・設置可能な建物において、2030 年度までに

12.2％、2035年度までに 19.4％、2040年度ま

でに 26.6％設置（アンケート結果より） 
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6,387 

 

 

6,305 

 

 

 

1,057 

 

 

1,026 

 

 

太陽熱利用 

【住宅】 

・新規住宅（年間約 125棟と想定）において、設

置可能な建物を対象に 2030年度までに 1.2％、

2035年度までに 2.4％、2040年度までに 4.8％

設置（アンケート結果より） 

・設置可能な既設住宅において、2031 年度以降

2035年度までに 0.6％、2040年度までに 1.8％

設置（アンケート結果より） 

【公共施設】 

・設置可能な公共施設（2施設）に対して 2031年

度以降 2035 年度までに 1棟、2040年度までに

2棟設置 
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【事業者（建物）】 

・設置可能な建物に 2031 年度以降 2035 年度ま

でに 1.2％、2040年度までに 2.4％設置（アン

ケート結果より） 

 

棟 

 

 

0 
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4 

 

地中熱利用 

【住宅】 

・新規住宅（年間約 125棟と想定）に対して 2031

年度以降 2035 年度までに 10％、2040年度まで

に 20％設置 

【公共施設】 

・設置可能な公共施設を対象とし、2036 年度以

降 2040年までに 10％設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地中熱利用促進協会 HP 

 

棟 

 

 

 

棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）再生可能エネルギー導入目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

「再生可能エネルギー導入目標設定の考え方」に基づき、再生可能エネルギー導入

量を推計すると、現況年度である 2022 年度は 50TJ に対して、2030 年度 76TJ（2022

年度比 1.5倍）、2035年度 109TJ（同比 2.2倍）、2040年度 155TJ（同比 3.1倍）、2050

年度 268TJ（同比 5.4倍）と推計されます。 

これは、再エネ比率（エネルギー消費量対比再生可能エネルギー導入量）が、それ

ぞれ 2030年度 1.6％、2035年度 2.5％、2040年度 3.8％、2050年度 7.8％相当となり

ます。  

本町の再生可能エネルギー導入目標 

短期目標：2030年度までに 2022年度対比 1.5倍導入 

中期目標：2035年度までに 2022年度対比 2.2倍導入 

長期目標：2040年度までに 2022年度対比 3.1倍導入 

最終目標：2050年度までに 2022年度対比 5.4倍導入 
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表 3-2 再生可能エネルギー種別導入目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 再生可能エネルギー導入目標と再エネ比率 
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2022 2030 2035 2040 2050

再生可能エネルギー導入量（TJ） エネルギー消費量（TJ）

再エネ比率

【TJ】

省エネ強化

【単位：TJ】

現況

2022年度 2030年度 2035年度 2040年度 2050年度

太陽光発電設備（10kW未満） 28 43 64 98 195

太陽光発電設備（10kW以上） 22 33 39 45 51

太陽熱利用設備 ー 0.1 0.5 1.2 2.1

地中熱利用設備 ー 0 5 10 21

再生可能エネルギー導入量（①） 50 76 109 155 268

エネルギー消費量（②） 5,282 4,743 4,429 4,106 3,448

再エネ比率（％）（①/②） 0.9% 1.6% 2.5% 3.8% 7.8%

※「TJ（テラジュール）」とは、エネルギー（熱量）の単位「J（ジュール）」を示し、TJ＝10の12乗のことです。

※「エネルギー消費量（②）」とは、脱炭素シナリオに基づいた将来推計におけるエネルギー消費量のことです。

※「再エネ比率（％）（①/②）」とは、脱炭素シナリオにおけるエネルギー消費量の将来推計における再生可能

　エネルギーの導入割合のことです。（再エネ由来の電力調達は含まれていません。）

※2022年度の導入量は、環境省「自治体排出量カルテ」の数値です。

※四捨五入の関係で、合計値は整合しない場合があります。

再エネ導入目標
導入対象
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２．温室効果ガス削減目標 

本町は、省エネルギーの推進強化、再生可能エネルギーの導入促進を実施した場合、

基準年度である 2013 年度に対して、2030 年度は 57％削減、2035 年度は 64％削減、

2040年度は 71％削減を目指します。 

しかし、省エネルギーの推進並びに再生可能エネルギーの導入促進（再生可能エネ

ルギー由来の電力利用含む）を行った際に、2050年度の温室効果ガス排出量は 105.2

千 t-CO2と推計され、カーボンニュートラルを達成することが困難な結果となりまし

た。 

そこで、都市ガス等のカーボンニュートラル化（メタネーション技術等）の導入等

を検討することで、2050 年度の温室効果ガス排出量（105.2 千 t-CO2）を相殺させ、

2050年カーボンニュートラルを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都市ガス等のカーボンニュートラル化（メタネーション技術等）の導入を図ることに

より、2050年度カーボンニュートラルを目指す。 

図 3-2 本町の温室効果ガス削減目標（目安）  
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本町の温室効果ガス削減目標（目安） 

短期目標：2030年度までに 2013年度対比 57％以上削減 

中期目標：2035年度までに 2013年度対比 64％以上削減 

長期目標：2040年度までに 2013年度対比 71％以上削減 

最終目標：2050年度までにカーボンニュートラル達成を目指す 
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表 3-3 本町の部門別温室効果ガス削減目標（目安） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年度
（基準年度）

2022年度
（現況年度）

基準年度比
削減率

2030年度
（短期目標）

基準年度比
削減量

基準年度比
削減率

2035年度
（中期目標）

基準年度比
削減量

基準年度比
削減率

517.8 230.4 ▲55.5% 207.2 ▲ 310.6 ▲60.0% 185.2 ▲ 332.6 ▲64.2% 

34.2 25.2 ▲26.3% 17.9 ▲ 16.3 ▲47.6% 11.7 ▲ 22.5 ▲65.7% 

45.4 32.5 ▲28.4% 23.0 ▲ 22.4 ▲49.3% 14.9 ▲ 30.5 ▲67.2% 

56.7 50.8 ▲10.5% 32.0 ▲ 24.7 ▲43.6% 22.6 ▲ 34.1 ▲60.1% 

3.1 0.0 ▲100.0% 0.0 ▲ 3.1 ▲100.0% 0.0 ▲ 3.1 ▲100.0% 

657.2 338.9 ▲48.4% 280.1 ▲ 377.1 ▲57.4% 234.4 ▲ 422.8 ▲64.3% 

2040年度
（長期目標）

基準年度比
削減量

基準年度比
削減率

2050年度
基準年度比
削減量

基準年度比
削減率

163.2 ▲ 354.6 ▲68.5% 119.2 ▲ 398.6 ▲77.0% 

5.8 ▲ 28.4 ▲83.1% ▲ 4.3 ▲ 38.5 ▲112.7% 

5.8 ▲ 39.6 ▲87.1% ▲ 13.8 ▲ 59.2 ▲130.3% 

14.8 ▲ 41.9 ▲73.8% 4.1 ▲ 52.6 ▲92.7% 

0.0 ▲ 3.1 ▲100.0% 0.0 ▲ 3.1 ▲100.0% 

189.6 ▲ 467.6 ▲71.1% 105.2 ▲ 552.0 ▲84.0% 

※再生可能エネルギー導入量、再生可能エネルギー由来の電力利用を含んだ温室効果ガス排出量として推計しています。

※四捨五入の関係で、合計値・割合は整合しない場合があります。

温室効果ガス排出量【千t-CO2】

業務その他部門

家庭部門

合計

運輸部門

廃棄物分野（一般廃棄物）

合計

産業部門

運輸部門

廃棄物分野（一般廃棄物）

業務その他部門

家庭部門

部門

産業部門

温室効果ガス排出量【千t-CO2】

部門



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 2050年の将来像 



4-2 

第4章 2050年の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 2050年の将来像 

 

将来のまちのイメージ 

・住民や事業者は、「デコ活」の取組
が定着し、脱炭素型ラフスタイル
やビジネススタイルの暮らしを
しています。 

・住宅や事業所の屋根には、
景観に配慮した太陽光パ
ネルが設置され、再エネ電
力が使われています。 

・住宅や事業所の建物
は、省エネ性能の高い
ZEH・ZEB 化が標準
化され、健康に豊かに
暮らしています。 

・買い物や通勤、レジャ
ーには EV で出かけ、
蓄電池を活用して電化
製品を使用していま
す。 

・住民が利用するバスは
デマンド化や EV 化さ
れ、買い物などの移動
手段として利用されて
います。 

・農業においては、スマー
ト農業、ソーラーシェア
リングの推進により、農
業が活性化されていま
す。 

・アマモ等の藻
場が形成され
CO2 を吸収し
ています。ま
た、漁業が活性
化しています。 

・カーボンニュートラルポート
（CNP）が構築され、エネル
ギーの地産地消が実現してい
ます。 

 
・サプライチェーン全
体で脱炭素経営の取
組が進んでいます。 

・船舶燃料は、LNG、ア
ンモニア・水素等へ燃
料転換が進んでいま
す。 

・災害時にもエネルギーが自給でき、住環境の質の高い安心・安全な暮らしをしています。 

人と地域、自然と共生するカーボンニュートラルシティ はりま 

～未来へつなぐ、資源が循環する持続可能な安心安全なまち～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 目標達成に向けた取組施策 



5-2 

第5章 目標達成に向けた取組施策 

１．基本目標と施策の方向性 

（１）2050 年カーボンニュートラルを実現するための取組施策 

2050 年カーボンニュートラルを実現するための取組施策設定の考え方は、以下の

通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）上位計画の計画概要 

「第５次播磨町総合計画」の将来像、「播磨町環境基本計画」の環境像は以下の通り

です。 

表 5-1 上位計画の計画内容 

計画 計画内容 

第 5次播磨町総合計画 

（2021～2030） 

将来像「いいとこいっぱい！笑顔いっぱい！みんなでつくる ふ

るさと はりま」を掲げ、以下の目標を設定。 

・日々の暮らしを快適で便利に過ごすことができるまち 

・いつでも安心して暮らせるまち 

・心安らぐふるさととして、いつでも愛し、誇りに思えるまち 

播磨町環境基本計画 

（2021～2030） 

環境像「ひとが環境を思いやり行動できる 循環・共生のまち は

りま」を掲げ以下の目標を設定。 

・地球を思いやり環境保全に貢献するまち 

 （省エネ活動の促進、再生可能エネルギーの利用促進など） 

 

（３）基本目標と施策の方向性 

2050 年の将来像「人と地域、自然と共生するカーボンニュートラルシティ はりま

～未来へつなぐ、資源が循環する持続可能な安心・安全なまち～」を目指し、表 5-3

に示すような SDGｓの概念を取り入れた３つの基本目標を設定します。また、横断的

な取組として脱炭素に向けた基盤づくりを重点施策に位置づけ、各基本目標に対する

施策の方向性を設定しました。  

１．播磨町の自然的・社会的・経済的な地域課題を解決 

２．住民・事業者の取組状況から課題を解決（アンケート調査結果を反映） 

３．事業者意見交換会での意見を計画へ反映 

４．国や県の地球温暖化対策計画等に基づいた取組施策を提案 

５．播磨町総合計画、環境基本計画に準じた取組施策を提案 
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表 5-2 基本目標と施策の方向性 

基本目標  施策の方向性 

（1）エコで未来につなぐ“あんしん・

あんぜん・かいてき”に暮らせる

まち 

 
 
 
 

 ① デコ活の推進 

② 省エネルギーの推進 

③ 再生可能エネルギー、蓄電池の導

入促進 

④ 移動における低炭素化推進 

⑤ 資源の循環（３Rの促進） 

⑥ 気候変動による適応策（熱中症対策

等） 

（2）人と地域、自然と共生する“思

いやり”のあるまちづくり 

 
 

 ① カーボンニュートラルポートの推進

事業 

② 里地・里海の保全 

③ 廃棄物発電の利活用 

（3）“つながり”ある思いやりと誇り

の持てるまちづくり 

 
 
 

 ① 環境学習・環境教育 

② 人と地域のつながり（協働・連携） 

③ 情報提供・情報共有 

④ 環境価値の創出（J-クレジット制度

の活用） 

 

２．【重点施策】脱炭素に向けた基盤づくり 

３つの基本目標に基づき、５つの部門・分野（産業・業務その他・家庭・運輸・廃

棄物）に属する住民・事業者のすべてが取り組む施策（脱炭素に向けた基盤づくり）

を設定し、重点的に取組を展開していきます。 

◆現状と課題◆ 

住民のアンケート調査結果では、日常生活において「ごみの分別徹底、ごみ減量」、

「マイバッグ、マイボトル、マイ箸の利用」、「食品ロスの削減」など、ごみの減量

に関する取組が約８割程度取り組めているのに対して、「省エネ家電への買い替

え」、「エコキュートや高効率給湯器など省エネ設備の導入」、「太陽光発電設備の導

入」、「ハイブリッド、電気自動車などのエコカーの導入」など費用のかかる取組が

進んでいない状況です。 

事業者のアンケート調査結果では、「従業員による省エネ対策の実施」、「照明の

LED 化」、「エネルギー使用量の把握」、「ごみの減量、リサイクル」において取組が

進んでいる半面、「エネルギーマネジメントシステムの導入」、「太陽光発電設備や

蓄電池の導入」、「省エネ診断の実施」など取組が進んでいない状況です。 

住民、事業者ともに取組が進んでいない理由として、「費用が高い」、「情報不足

【重
点
施
策
】脱
炭
素
に
向
け
た
基
盤
づ
く
り 

産
業
・業
務
そ
の
他
・家
庭
・運
輸
・廃
棄
物
別
に
よ
る
施
策
の
展
開 
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（何をすればいいのかわからない）」、「どれだけ効果があるかわからない」といっ

た理由が挙げられます。 

また、国民運動である「デコ活※」について、住民アンケート調査結果において、

「よく知っている」と回答した方は約３％に対して、「知らない」と回答した方が約

70％となっており、「デコ活」における認知度が低いことが挙げられます。 

町が率先して、「デコ活」の取組内容やその効果を住民らへ周知するとともに、省

エネ設備や太陽光発電設備、電気自動車の購入など費用のかかる取組については補

助事業を創設するなど、住民、事業者、町が協働・連携して取り組んでいく必要が

あります。 

表 5-3 【重点施策】具体的な取組施策 

全部門共通 【重点施策】具体的な取組施策 

脱炭素に向けた

基盤づくり 

(横断的な取組) 

【日常的な取組】 

・デコ活の推進 

・人と地域のつながり（協働・連携）、情報提供・情報共有 

【住宅、事業所における取組】 

・町の補助事業の創設検討 

・太陽光発電や太陽熱利用などの再生可能エネルギー、蓄電池の導入促進

（太陽光発電等共同購入、PPA等） 

・再生可能エネルギー由来の電力利用、廃棄物発電の電力利用、カーボンニ

ュートラルガス（メタネーション等）の利用 

【移動に関する取組】 

・エコドライブの推進 

・公共交通機関の利用促進 

・電気自動車（EV）充電設備の設置拡大、EVの購入促進 

 

（１）日常的な取組 

◆町の取組◆ 

 地球温暖化問題に関する情報を「広報はりま」やホームページに掲載するなど、

広報活動の充実を図ります。 

 国民運動「デコ活」の取組内容や取組効果について、「広報はりま」やホームペ

ージに掲載するなど、広報活動の充実を図ります。 

 「広報はりま」やホームページに掲載するなど、再生可能エネルギー由来の電

力※利用促進を図ります。 

 庁内に地球温暖化対策に関する「相談窓口（産業環境課内）」を創設し、日常的

に住民や事業者からの相談に応じるよう努めます。 
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※デコ活とは、2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度削減目標の実現に向け

て、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新

しい国民運動として、二酸化炭素(CO2)を減らす(DE)脱炭素(Decarbonization)と、

環境に良いエコ(Eco)を含む"デコ"と活動・生活を組み合わせた新しい言葉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 脱炭素につながる新しい豊かな暮らし 

（出典：環境省「デコ活 WEBサイト」） 

 

※再生可能エネルギー由来の電力とは、太陽光、風力、水力、地熱などの自然界に

存在するエネルギーを利用して発電された、二酸化炭素を排出しないクリーンな

電力のことです。多くの小売り電気事業者が太陽光発電や風力発電などの再生可

能エネルギーを電源としたプランを用意しています。再生可能エネルギー割合が

100％のプランであれば、CO2排出量実質ゼロの電気となります。なお、再エネプ

ランには 100％以外にも様々な割合のものがあります。 

再エネ電気プランのメリットは、以下の通り挙げられます。 

・発電設備を設置しなくとも契約を切り替えるだけで再エネが利用できる 

・CO2排出量が実質ゼロ！ 

・各社メニューにより料金は切り替え前と同等程度のものも 

・電気自動車などを購入する場合、再エネ 100％電気の契約を条件に環境省から

補助金が受けられる 
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なお、電力会社が万一倒産しても、電気の供給義務は送配電会社にあるので電気

が止められることはありません。災害復旧で不利になることもありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 再エネ電気プランとは？ 

（出典：環境省「再エネスタート」WEBサイト） 

 

◆住民・事業者の取組◆ 

具体的な取組施策 住民 事業者 

 町が行う取組施策を理解し、積極的に参加しましょう。 ● ● 

 「デコ活」に関する情報を「広報はりま」やホームページ、

インターネット等で情報収集しましょう。 
● ● 

 環境に良い電気を選びましょう。（再エネ電力など） ● ● 

 住宅や駐車場、事業所の屋根等へ太陽光発電設備の設置を

検討しましょう。 
● ● 

 クールビズ・ウォームビズを実践しましょう。 ● ● 

 省エネ住宅（断熱性の高い窓・壁・屋根）等の購入を検討

しましょう。 
● ● 

 高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ）の購入を検

討しましょう。 
● ● 

 節水（節水シャワー、節水型トイレ）を検討しましょう。 ● ● 

 蛍光灯から LED照明へ買い替えましょう。 ● ● 

 冷蔵庫は、省エネ性能の高い製品に買い替えましょう。 ● ● 

 エアコンは、省エネ性能の高い製品に買い替えましょう。 ● ● 

 自動車を運転するときは、アイドリングストップや適正な

速度での走行、急発進をしないなどエコドライブを実践し

ましょう。 

● ● 
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 次世代自動車（電気自動車、プラグインハイブリッドなど）

に買い替えましょう。 
● ● 

 近距離を移動するときは、なるべく歩くか自転車を利用し

ましょう。 
● ● 

 マイボトル、マイバッグの利用、分別などにより容器包装

プラスチック等のごみを減らしましょう。 
● ● 

※これらの取組内容は、「デコ活」の取組内容を抜粋したものです。 

 

◆取組指標（目標）◆ 

取組指標 単位 現状 
2030年 

目標 

地球温暖化問題に関する情報提供（「広報はり

ま」、ホームページ等） 
回/年 ― 2 

デコ活に関する情報提供（「広報はりま」、ホー

ムページ等） 
回/年 ― 2 

再生可能エネルギー由来の電力利用に関する

情報提供（「広報はりま」、ホームページ等） 
回/年 ― 2 

 

（２）住宅、事業所における取組 

◆町の取組◆ 

現在、町では「家庭用太陽光発電システム設置補助金交付事業」、「家庭用蓄電池

システム設置補助金交付事業」、「事業者用電気自動車等充電設備設置費補助事業」

など住民、事業者向けに設備設置に関する補助事業を創設して取り組んでいます。 

しかし、住民のアンケート調査結果では、「補助制度があれば実施する」と回答し

た方も２～３割ある反面、その認知度が低い水準にあります。 

今後は、これらの補助制度等を「広報はりま」、ホームページ等で更に普及啓発す

るとともに、各種補助制度の継続・拡充を図りながら、取り組んでいきます。 

 各種補助制度を創設した場合には、「広報はりま」やホームページに掲載するな

ど、広報活動の充実を図ります。また、定期的に広報活動を進めてまいります。 

 家庭用太陽光発電システム設置補助金交付事業の継続・拡充を図ります。 

 太陽光発電及び蓄電池の共同購入事業（みんなのおうちに太陽光キャンペーン
※）の継続を図ります。 

  



5-8 

※「みんなのおうちに太陽光キャンペーン」とは、本町含む 15 自治体が連携して

太陽光発電設備等導入促進を実施することで、スケールメリットをさらに拡大し、

より安価な設備購入が期待される事業のことで、最終的な見積額を確認した上で

購入の意思を決定でき、一定の基準をクリアした施工業者が施工し、安心でして

設置できる事業でもあります。 

参考までに、令和７年度における割引率は、以下の通りとなっており、市場価格

よりも 13.7％の割引率で購入いただけます。 

 

 

 

 

 

図 5-3 みんなのおうちに太陽光キャンペーン（令和７年度の割引率） 

（出典：播磨町 HPより） 

 

 家庭用蓄電池システム設置補助金交付事業の継続・拡充を図ります。 

 事業者用電気自動車等充電設備設置費補助事業の継続・拡充を図ります。 

 住宅や事業所の省エネ設備等（省エネ家電、高効率空調設備、高効率給湯設備）

における設置補助事業の創設を検討します。 

 住宅や事業所の断熱材（窓、屋根、壁等）における設置補助事業の創設を検討

します。 

 家庭用、事業者用における電気自動車等の購入補助制度の創設を検討します。 

 

◆住民・事業者の取組◆ 

具体的な取組施策 住民 事業者 

 町が行う取組施策を理解し、積極的に参加しましょう。 ● ● 

 住民や事業者が取り組む内容やその効果等の情報について

は、積極的に町の「相談窓口（産業環境課内）」へ連絡し

ましょう。 

● ● 

 省エネ家電や省エネ設備、太陽光発電設備、蓄電池、電気

自動車を購入する場合には、「広報はりま」やホームペー

ジ、インターネット等で情報収集し、補助事業等を上手に

活用し購入しましょう。 

● ● 
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具体的な取組施策 住民 事業者 

 住宅や駐車場、事業所の屋根等へ太陽光発電設備の設置を

検討しましょう。（再掲） 
● ● 

 省エネ住宅（断熱性の高い窓・壁・屋根）等の購入を検討

しましょう。（再掲） 
● ● 

 高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ）の購入を検

討しましょう。（再掲） 
● ● 

 蛍光灯から LED照明へ買い替えましょう。（再掲） ● ● 

 冷蔵庫やエアコンなどは、省エネ性能の高い製品に買い替

えましょう。（再掲） 
● ● 

 次世代自動車（電気自動車、プラグインハイブリッドなど）

に買い替えましょう。（再掲） 
● ● 

 

◆取組指標（目標）◆ 

取組指標 単位 現状 
2030年 

目標 

省エネ設備や太陽光発電設備、電気自動車な

どの設置補助制度の継続・拡充を検討すると

ともに、「広報はりま」やホームページに掲載 

回/年 １ ２ 

家庭用太陽光発電システム設置件数 件/年 952 1,200 

家庭用蓄電池システム設置件数 件/年 59 260 

事業者用電気自動車充電設備設置件数 件/年 ― 50 

※家庭用太陽光発電システムの現状は、平成 22 年度に開始してから令和６年度まで

の合計とし、2030年目標は、年間約 50件×５年間＝250件を累計した数値である。 

※家庭用蓄電池システムの現状は、令和５年度に開始してから令和６年度までの合計

とし、2030年目標は、年間約 40件×５年間＝200件を累計した数値である。 

※事業者用電気自動車充電設備の現状は、令和７年度から開始したので、「―」と表示

し、2030年目標は、年間約 10件×５年間＝50件を累計した数値である。 

 

（３）移動に関する取組 

 

 

  作成中 



5-10 

３．基本目標１．エコで未来につなぐ“あんしん・あんぜん・か

いてき”に暮らせるまち 

 

 

 

 

 

 

 

４．基本目標２．人と地域、自然と共生する“思いやり”のある

まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

５．基本目標３．“つながり”ある思いやりと誇りの持てるまち

づくり 

 

 

 

 

 

 

作成中 

作成中 

作成中 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進方法 
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第6章 計画の推進方法 

１．推進体制 

本計画の推進体制は、本町の内部組織として「（仮称）脱炭素推進研究会（以下「推

進研究会」という。）」を設置し、産業環境課が事務局として定期的に運営します。 

その会議体が中心となって、脱炭素事業をコーディネートする専門家と調整し、省

エネ推進や再生可能エネルギーの利用促進など事業展開を行います。 

事業展開する際に関わる地域のステークホルダーやエネルギー事業者とともに連

携・協働し、国や兵庫県等の支援体制のもと、住民・事業者・町が三位一体となって

2050年脱炭素社会を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 計画の推進体制 

 

❑ （仮称）脱炭素推進研究会 

産業環境課が事務局となり、本計画全体の進行管理を行います。 

庁内の推進体制については、「播磨町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の

推進体制と整合を図るとともに、全庁が一体となった推進組織である推進研究会

が中心となって 2050年脱炭素社会を目指します。 

推進研究会は、本計画の進捗状況を定期的に共有し、地域のステークホルダー

やエネルギー事業者と協働・連携して更なる施策を展開します。 

また、必要に応じて、専門家（コーディネーター）と調整して、事業展開するこ

とも検討していきます。  

播磨町 
（仮称）脱炭素推進研究会 

（事務局：産業環境課） 

専門家（コーディネーター） 

地域のステークホルダー 

○新島連絡協議会、商工会等 

○農業・漁業関係団体 

○金融機関 

○教育機関 など 

国・兵庫県等 

エネルギー事業者 

協働 

連携 

支援 相談 相談 支援 

調整 
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❑ 地域のステークホルダー 

地域のあらゆる主体の参画のもと、地域の脱炭素を図るうえで必要な取組につ

いて協議し、町と連携・協働しながら、具体的な取組を実行します。 

❑ エネルギー事業者 

施策や取組の検討に際し、専門的な見地から情報提供・助言を行うとともに、取

組の実施に際し必要な助言・支援を行います。 

❑ 国・兵庫県等 

国や県は、町の施策における連携や必要な資金支援、助言を行います。また、広

域的な視点で検討が必要な課題や取組については、近隣自治体と連携協力をしま

す。 

 

２．計画の進捗管理 

本計画を効果的に推進するには、進捗状況を把握・管理し、住民に公表していくと

ともに、取組の評価や点検を行い、問題や課題が発生した場合は速やかな措置を講じ、

計画を見直していくことが重要です。 

このことを踏まえ、本計画の進行を PDCAサイクルに基づき管理します。 

本計画の施策や取組の進捗状況、数値目標の達成状況などについて、次期計画策定

時に評価を行い、将来の取組に反映するとともに、必要に応じて本計画の見直しを行

います。 

また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21条に基づき、本計画の施策の進

捗状況を広く町民が知ることができるように、ホームページや「広報はりま」などを

通じて公表します。 

 

 

 

P DCA 

PLAN DO 

CHECK ACTION 

計 画 

温室効果ガス削減目標 
実現のための計画・取組 
内容の策定 

実 行 

温室効果ガス削減目標実現 
のための取組の実践 

見 直 し 

計画 の進行結果の公表と 
さら なる取組推進のため 
の見直し 

点 検 ・ 評 価 

温室効果ガス削減に向けた 
取組状況のチェック、 
計画の進捗管理・評価 

図 6-2 PDCAサイクル図 


